
 

 

利府町移住支援金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 利府町への移住の促進を目的として、東京圏（埼玉県、千葉県、東京

都及び神奈川県をいう。以下同じ。）から利府町へ移住を希望する者の移住経

費の負担を軽減するため、当該者に対し、予算の範囲内において、宮城県と

利府町が共同して実施する移住支援事業に係る移住支援金（以下「支援金」

という。）を支給するものとし、その支給等に関しては、宮城県移住支援事業・

マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領（以下「県実

施要領」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（対象者） 

第２条 支援金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１） 県実施要領第５の１（１）①（ア）及び（ウ）に該当すること。 

（２） 平成３１年４月１日以降に利府町に転入し、支援金の申請時におい

て、利府町内に住所を有すること。ただし、県実施要領第５の１（１）

②（イ）、③又は④の要件に該当する者にあっては、令和３年４月１日以

降に利府町に転入し、支援金の申請時において、利府町内に住所を有す

ること。 

（３） 支援金の申請時において、利府町に転入をした日（以下「転入日」

という。）から起算して３か月を経過し、かつ、１年を超えていないこと。 

（４） 利府町に支援金の支給の申請をした日（以下「申請日」という。）か

ら起算して５年以上、継続して居住する意思を有していること。 

（５） 県実施要領第５の１（１）②、③、④又は⑤のいずれかに該当する

こと。ただし、県実施要領第５の１（１）④に該当する場合は、転入時

に５０歳未満であって、宮城県内の企業等へ就業し、又は起業した者の

うち、次の要件に該当すること。 

ア 転入日から起算して５年前から転入日の前日までの間の複数年にお

いて、支給対象者又は世帯員が、利府町へ寄附（利府町ふるさと応援

寄附金実施要綱（平成２９年３月３１日町長決裁）に規定する寄附金

をいう。ただし、法人からの寄附金を除く。）をしていること。 

イ 転入日から起算して２年以内に、支給対象者又は世帯員が、町が別

に指定する移住体験イベント、体験観光等に２回以上参加したことが

ある。 

（支援金額） 



 

 

第３条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

（１） 支給対象者が単身で移住したとき ６００，０００円 

（２） 支給対象者が当該支給対象者を含む２人以上の世帯（県実施要領５

の１（１）①（エ）に該当するものに限る。）で移住したとき １，００

０，０００円 

２ 県実施要領第５の１（１）①（オ）に該当する場合は、前項第２号の規定

にかかわらず、同号に規定する額に１８歳未満の世帯員１人につき１，００

０，０００円を加算した額を支援金の額とする。 

（支給の申請） 

第４条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、転入

日から起算して３か月を経過した日から９か月以内に、移住支援金支給申請

書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければな

らない。 

（１） 申請者の顔写真付きの本人確認書類の写し 

 （２） 申請者の前住所地の住民票の除票の写し 

 （３） 口座振込依頼書（様式第２号） 

２ 次の各号に掲げるものは、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める書類を前項の申請書に添付しなければなら

ない。 

 （１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８１条第１項に規定す

る特別区（以下「東京２３区」という。）以外の東京圏から東京２３区に

通勤していた者 東京２３区に勤務していた企業等の就業証明書等 

（２） 東京２３区以外の東京圏から東京２３区に通勤していた法人経営者

又は個人事業主 次に掲げる書類 

ア 開業届出済証明書等 

イ 個人事業等の納税証明書 

（３） 東京２３区以外の東京圏から東京２３区への通学期間を本事業の移 

住元として対象期間に算入しようとする者 在学期間の確認ができる卒 

業証明書、成績証明書等 

（４） 第３条第１項第２号又は同条第２項に掲げる金額を申請する者 世

帯全員分の前住所地の住民票の除票の写し（転入時において胎児であっ

た世帯員がいる場合は、当該世帯員の母子健康手帳の写し） 

（５） 県実施要領第５の１（１）②又は④（就業する場合に限る。）に該当

して前項の申請書を提出する者 就業証明書（様式第３号の１） 



 

 

（６） 県実施要領第５の１（１）③に該当して前項の申請書を提出する者 

就業証明書（様式第３号の２） 

（７） 県実施要領第５の１（１）④（起業する場合に限る。）に該当して前

項の申請書を提出する者 起業したことを証明できる書類 

（８） 県実施要領第５の１（１）⑤に該当して前項の申請書を提出する者  

起業支援金（デジタル田園都市国家構想交付金を活用して都道府県が実 

施する起業支援事業（第７条において「起業支援事業」という。）に係る 

起業支援金をいう。）の支給決定通知書の写し 

（支給の決定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、審査の上、

支援金の支給の適否を決定し、その旨を移住支援金（不）支給決定通知書（様

式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（支給の方法） 

第６条 町長は、支援金の全額を一括で支給する。 

２ 支給は原則として、預金口座への振込みによるものとする。 

（支給の決定の取消し等） 

第７条 町長は、第５条の規定による支援金の支給の決定の通知を受けた者が

次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支援金の支給の決定の

全部又は一部を取り消し、その旨を当該支援金の支給の決定を受けた者に通

知するものとする。 

（１） 虚偽の申請等をした場合 

（２） 申請日から起算して３年以内に宮城県外に転出した場合 

（３） 申請日から起算して１年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場

合（県実施要領第５の１（１）③及び④に該当する場合を除く。） 

（４） 起業支援事業の支給決定を取り消された場合 

（５） 申請日から起算して３年以上５年以内に宮城県外に転出した場合 

（支援金の返還） 

第８条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合にお

いて、支援金の支給を受けた者が前条第１号から第４号までのいずれかに該

当するときは支給を受けた支援金の全額の返還を、支援金の支給を受けた者

が同条第５号に該当するときは支給を受けた支援金の半額の返還を、期限を

定めて命ずるものとする。 

２ 前項の規定による支援金の返還の命令は、移住支援金返還命令書（様式第

５号）により行うものとする。 

（支援金の返還免除） 



 

 

第９条 町長は、前条の規定により支援金の返還を命ぜられた者が、次の各号

のいずれかに該当するときは、支援金の全部の返還を免除することができる。 

 （１） 就業先の企業等が倒産したとき。 

 （２） 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。 

（３） 災害その他やむを得ない事由により第７条各号（第１号を除く。）に

該当することとなったとき。 

２ 前項の規定による支援金の返還の免除を受けようとする者は、移住支援金

返還免除申請書（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、審査の上、支援

金免除の適否を決定し、その旨を移住支援金返還免除可否決定通知書（様式

第７号）により、支援金の免除を受けようとする者に通知するものとする。 

（住所変更の届出） 

第１０条 申請日から起算して５年以内に他の市町村へ転出するときは、住所

変更届（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

（立入検査等） 

第１１条 町長は、支援金の支給を受けた者が、第７条各号に該当しないこと、

本事業の効果等を確認するため、支援金の支給を受けた者に対し、必要な事

項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うものとする。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給等に関し必要な事項に

ついては、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和元年７月１日から施行し、令和元年度予算に係る支援金

に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該支援金に係る予算が成立

した場合に、当該支援金にも適用するものとする。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日に施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日に施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の利府町移住支援金支給要綱の規定による諸様式で、

取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町移住



 

 

支援金支給要綱の規定によるものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の利府町移住支援金支給要綱の規定による様式第１

号は、当分の間、改正後の利府町移住支援金支給要綱の規定によるものとみ

なす。 

 


